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概要

請求の取下げ依頼は3つのシステムで可能です。

①電子請求受付システム

②簡易入力システム

③取込送信システム

この手順書ではそれぞれのシステムで取り下げ依頼を行う方法について説明します。

請求代行サービスをご利用等の理由で①～③を利用されていない場合は、そちらにお

問い合わせください。

注意事項

事業所による取下げが可能な期間は毎月1日～10日です。

11日以降は取下げはできませんのでご注意ください。

取下げに回数制限はなく、期間中は何度でも取下げ可能です。

取下げ依頼を行うと送信した請求情報は無効となります。修正した内容の請求を送信

する必要がある場合は、取下げ後に再度、請求情報を送信してください。

請求の取下げは到達番号ごとになります。修正したい請求と修正不要な請求が混在し

ている場合、取下げ後すべての請求を再送信する必要がありますのでご注意ください。

（例：10件まとめて送信した請求情報内の1件だけを修正したい場合、

10件すべて取下げ後、対象の請求1件を修正、再度10件まとめて送信する。）

請求受付期間中の取下依頼方法
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①電子請求受付システムにおける取下げ方法

インターネット上のサイトである「電子請求受付システム」における取下げ

方法を説明します。

2.《照会一覧》をクリックします。

3.【照会一覧】画面が表示されるので、取下げを行いたい請求情報の《詳細》をクリックします。

1.電子請求受付システムにログインします。
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①電子請求受付システムにおける取下げ方法

5.【送信確認】画面が表示されるので、内容を確認し《送信》をクリックすると、取下げ依頼内容が送
信されます。

6.【処理終了】画面が表示されます。取下げ依頼の結果については、後程お知らせにて通知されます。

4.【請求情報詳細】画面が表示されるので、内容を確認し《取下げ》をクリックします。

「取扱状況」欄が「到達」の場合のみ、
《取下げ》ボタンが表示されます。

到達エラー等の取下げができない請求は、
《取下げ》ボタンは表示されません。

以上で電子請求受付システムにおける取下げ依頼操作は完了です。

修正した請求を再送信してください。

取下げは到達番号ごとに行われます。同じ到達番号内に修正する請求と修正不要な請

求が混在している場合は、修正した請求だけではなく、修正不要な請求も併せてすべ

て再送信してください。
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②簡易入力システムにおける取下げ方法

請求の作成と送信を行う「簡易入力システム」における取下げ方法を説明し

ます。

2.閉じるボタンの下にある《詳細メニューへ》をクリックします。

3.詳細メニュー画面が開くため、《送信内容確認》ボタンをクリックします。

1.簡易入力システムにログインします。
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②簡易入力システムにおける取下げ方法

5.ログイン画面が表示されます。請求送信時と同じパスワードを入力し、《ログイン》をクリックしま
す。その後に表示される確認画面で《OK》をクリックすると取下げ依頼が送信されます。

6.【情報】画面が表示されます。《OK》をクリックします。

4.左上の請求年月で当月を選ぶと、送信した請求が表示されます。
取下げを行う請求情報をクリックして選択し、《取下げ》ボタンをクリックします。
(1行しかない場合は最初から選択されています。)

前回のパスワード入力から30分
以内であれば、入力画面は表示
されません
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②簡易入力システムにおける取下げ方法

7.[請求状況]欄が「取下げ依頼中」にかわったことを確認します。

以上で取下げ依頼処理は完了です。修正した請求情報を再度送信してください。

取下げは到達番号ごとに行われます。

同じ到達番号内に修正する請求と修正不要な請求が混在している場合は、修正した請求だけではなく、修

正不要な請求も併せてすべて再送信してください。

「取下げ依頼中」の請求情報が残った状態で【請求情報作成】を行った場合、以下の警告が表示されます。

《OK》をクリックすることで、「取下げ依頼中」の状態で、そのまま請求情報を作成することができます。

請求締切が近い場合、警告メッセージは無視してそのまま作成、送信を行ってください。

取下げ依頼の結果確認を行うことで、警告は表示されなくなります。

次ページにてその確認方法を案内します。

取下げ依頼を行った30分から1時間後以降に、確認処理を行ってください。
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②簡易入力システムにおける取下げ方法

10.[請求状況]欄が「取下げ済み」にかわったことを確認します。

8.右上の《最新情報更新》ボタンをクリックします。

9.手順5と同様のパスワード入力画面と確認画面が表示されます。パスワードを入力し《ログイン》、
確認画面で《OK》をクリックし、手順6と同様に【情報】画面で《OK》をクリックしてください。

以上で簡易入力システムにおける取下げ依頼操作は完了です。
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③取込送信システムにおける取下げ方法

請求の送信を行う「取込送信システム」における取下げ方法を説明します。

2.左部メニュー内《請求情報送信履歴》をクリックします。

1.取込送信システムにログインします。

3.【請求情報送信履歴】画面が開きます。
左上の請求年月で当月を選ぶと、送信した請求が表示されます。
取下げを行う請求情報をクリックして選択し、《取下げ》ボタンをクリックします。
(1行しかない場合は最初から選択されています。)
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③取込送信システムにおける取下げ方法

5.【情報】画面が表示されます。《OK》をクリックします。

4.ログイン画面が表示されます。請求送信時と同じパスワードを入力し、《ログイン》をクリックしま
す。その後に表示される確認画面で《OK》をクリックすると取下げ依頼が送信されます。

前回のパスワード入力から30分
以内であれば、入力画面は表示
されません

6.[請求状況]欄が「取下げ依頼中」にかわったことを確認します。

以上で取込送信システムにおける取下げ依頼操作は完了です。

修正した請求を再送信してください。

取下げは到達番号ごとに行われます。同じ到達番号内に修正する請求と修正不要な請

求が混在している場合は、修正した請求だけではなく、修正不要な請求も併せてすべ

て再送信してください。


